
 

令和 7 年 3 月 6 日 

体育館夜間利用者 様 

 

佐世保市立清水中学校 

校長 梛尾 吉嗣 

「清水中学校屋内運動場における令和７年４月からの夜間利用について」 

 

日頃より、本校屋内運動場の利用について、ご理解ご協力ありがとうございます。 

 

佐世保市において、令和6年１０月からスマートロックシステム実証実験が始められ、令和７年３月をもって、

終わることとなります。ご理解、ご協力誠にありがとうございました。 

令和７年４月からは、従来の「施設使用許可申請書」の紙の提出へ変わることとなりますが、実証実験を進め

ていく中で、申請者の増加や使用頻度の変化があったこと、また、誰もが、公平に利用できるような環境を整備

するため、従来通りの「施設使用許可申請書」の紙の提出に加えて、利用日が重なった場合は、学校にて毎月の抽

選を行うことと致しました。毎月行う抽選は、利用者の負担削減のため、抽選は、本校の校長または、教頭が代

理で行わせていただきます。厳重な管理のもと、公正に抽選を行いますので、抽選方法についてご理解・ご協力

を賜りますよう何卒、よろしくお願いします。つきましては、別紙にあります「抽選にかかる委任状」をご確認

いただき、3 月 14 日（金）※必着で、本校事務室までご提出をお願いします。抽選方法につきましては、2 枚目

の（抽選方法について）をご確認ください。申請は、半面コートとし、両方のコートを抑えることはご遠慮くださ

い。申請書の受付期間は、使用月に対して、前月の１日から２０日の１６時までの必着とします。１日が週休日及

び祝日であれば、週休日後の平日から受付。２０日が、週休日、及び祝日の場合は、その直前の平日までとなり

ます。郵送でも可能としますが、２０日までに必ず本校まで届くようお願いします。持参される場合は、そのチ

ームの代表者と限らず、そのチームの代理者でも可能です。あらかじめ学校行事等で利用できない日は、分かり

次第、HP に掲載いたしますので、随時ご確認ください。 

原則、申請書の受付締め切り日の翌日に、抽選を行った後、その日に本校のホームページにて抽選結果を開示し

ますので、必ずご確認をお願いします。ただし、受付締め切り日の翌日に事務処理担当者がいない場合は、翌日

以降の開示となることを予めご了承ください。また、当選した旨のお電話は致しませんので、本校のホームページ

を随時ご確認いただきますようよろしくお願いします。 

また、ホームページに開示後、空きがあれば申請ができます。その際は、先着順で受付致しますので、一度、

電話で予約を行い、使用日の５日前までに申請書をご持参ください。５日前が週休日、及び祝日の場合は、その

直前の平日までにご持参ください。 

注意事項として、申請段階では、公平性を保つため、どこが空いているのか、他の団体と重なっていないか等の

学校へのお問合せは一切お受けできませんので、ご理解いただきますよう、お願い致します。その後、利用が確

定した団体は、許可証を管理員室へ置いていますので、使用月の初日までに受け取っていただき、利用日ごとに、

代行員へ提示し利用してください。納付書は、利用日の翌月に管理員室へ置いていますので、代行員から受け取

り、納付期限までに利用料を納めてください。ただし、使用許可後に、学校行事等のため使用できなくなる場合も

あります。その場合は、ご連絡を致しますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

キャンセルの場合は、代行員へ伝える必要がありますので、使用される当日までに必ず、本校事務室までお電

話ください。事務室不在の場合は、本校職員へ伝えてください。 

ホームページにあります「学校施設（体育館）使用申請について」をよくご確認の上、代表者がチームの皆さんへ

周知徹底をよろしくお願いします。 

なお、新規で利用希望の方は、利用目的等を確認した上での判断となりますので、まずは本校のホームページ

に掲載しています「学校施設（体育館）使用申請について」をよくご確認の上、本校までお電話をお願いします。 



令和７年４月から新年度になりますので、屋内運動場利用を、児童生徒の社会体育として、電気料免除を希望

される団体は、別紙にあります「清水中学校 体育館使用に伴う参集者名簿提出のお願い」を３月 14 日（金）必

着で提出をお願いします。その後、審査をし、審査結果をご連絡致します。 

 

できる限り、3 月 14 日（金）までに「抽選にかかる委任状」・「清水中学校 体育館使用に伴う参集者名簿提出

のお願い」とともに、4 月分「佐世保市立学校施設使用許可委申請書」の提出も併せて、ご提出いただけると、大

変助かります。 

 

お願いばかりとなりましたが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

（屋内運動場実費徴収金について） 

令和７年４月より、実費徴収金の単価が、変更となる可能性があります。変更になった場合、分かり次第、お

知らせいたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

（駐車場について） 

現在、校舎改築事業により、旧校舎の解体工事や、外構工事を行っております。令和 7 年 4 月からは、（※予

定。正式にわかり次第、再度ご連絡します。）北門駐車場整備のため、工事に入り、現在、使用している駐車場の

利用ができなくなります。それに伴い、グランド側の仮駐車場に駐車をお願いすることとなる予定です。ただし、

駐車場が狭くなり、今まで通り、駐車できない可能性も予想されますので、できる限り、車の乗り合わせ等のご協

力をお願いします。また、使用後は、21：00 までに校外へ出ていただくようお願いします。 

 

（今後の申請・抽選の流れ） 

令和７年 4 月利用の抽選で例に挙げると以下の通りの流れになります。 

～令和７年 4 月利用の申請・抽選の流れ～ 

① 令和 7 年 3 月３日（月）～令和７年 3 月 19 日（水）まで受付。令和７年 3 月 19 日（水）申請締切後、3 月

２１日（金）にホームページへ利用予定表を掲載する。 

② 利用希望日が重なった場合は、3 月２１日（金）に校長または教頭が抽選を行った上でホームページへ掲載

する。 

※ただし、ホームページ掲載日の 3 月２１日（金）に事務担当者がいない場合、翌日以降となりますことを

予めご了承ください。 

③利用団体者様は、ホームページ掲載を確認後、空きがあれば、一度、電話で予約を行い、利用予定日の５日前

までに申請書を提出する。※利用日が重なった場合は、先着順となります。 

 

（抽選方法について） 

申請締め切り後、抽選は、１日ごとに半コートずつ行います。 

（例）４月７日（月）、４月１４日（月）、４月２１日（月）、４月２８日（月）に４団体（ア）～（エ）チーム

から利用申請があった場合 

①４月７日（月）半コート（A）を４団体から抽選し、半コート（A）を決めます。 

（ア）チームが半コート（A）に決定したとする。その後、残り（イ）～（エ）チームの３団体の中で残

り半コート（B）の抽選を行い、（イ）チームが決定する。 

４月１４日（月）、４月２１日（月）、４月２８日（月）も同様に抽選を行う。 

 

 

 


